




区　　分
改正後

令和８年度
改正前

令和７年度
増　減

基礎課税額
(医療給付費分)
(対象0～74歳)

所　 得　 割 5.67% 5.54% 0.13%

均 等 割 額 24,200円 22,900円 1,300円

平 等 割 額 16,600円 16,300円 300円

賦課限度額 670,000円 660,000円 10,000円

後期高齢者
支 援 金 分

(対象0～74歳)

所　 得　 割 2.61% 2.52% 0.09%

均 等 割 額 11,000円 10,200円 800円

平 等 割 額 7,600円 7,300円 300円

賦課限度額 260,000円 260,000円 0円

介護納付金分
(対象40～64歳)

所　 得　 割 2.34% 2.30% 0.04%

均 等 割 額 12,100円 11,600円 500円

平 等 割 額 6,200円 6,000円 200円

賦課限度額 170,000円 170,000 円 0円

子ども子育て支援
納 付 金 分

(対象 0～ 74 歳 )

所　 得　 割 0.30% - 0.30%

均 等 割 額 1,200円 - 1,200円

18歳以上均等割額 100円 - 100円

平 等 割 額 900円 - 900円

賦課限度額 30,000円 - 30,000円

賦課限度額合計 1,130,000円 1,090,000円 40,000円

軽減割合 前年の所得が下記の金額以下の世帯

７割軽減 43万円+10万円×（給与所得者等の数-１）

５割軽減
43万円+31万円×被保険者数（※）+10万円
×（給与所得者等の数-１）

２割軽減
43万円+57万円×被保険者数（※）+10万円
×（給与所得者等の数-１）




